
女性活躍推進法に基づく第２回行動計画

女性が活躍できる働きやすい環境をつくることにより、すべての職員がその能力を充分に

発揮できるよう、次のとおり行動計画を策定する。

◇ 策定事業主 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

◇ 策 定 日 平成３０年３月９日

◇ 計画期間 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日（３年間）

◇ 課 題 女性労働者に対する管理職割合が男性労働者に比べ低い

◇ 計画内容

番号 目 標 対 策

１ 〔管理職（課長職以上）に占める女性割合を 〈時 期〉

３８％とする〕 通年

〈内 容〉

人事担当者への積極的女性登用の

働きかけをする。

〈時 期〉

平成３０年４月～

〈内 容〉

女性の育休、産休取得及び職場復

帰後の育児への応援態勢強化のた

め、更なる女性正規職員の常時加

配を図る。（平成２８年度１７名）

〈時 期〉

平成３０年４月～

〈内 容〉

係長以下の職員を対象に次世代を

担う組織リーダー（課長職以上）

養成を目的とした総括育成研修を

実施する。

１ 平成３０年４月～

研修内容作成

２ 平成３０年６月～

研修を実施し、管理職として

必要な知識や意欲向上を図る。



女性の活躍に関する情報公開

１． 採 用

・採用した労働者に占める女性労働者の割合（平成２９年度）

正規 職員 ５５．０％（ １１人／ ２０人）

非正規

（常勤） 職員 ６４．６％（ ４２人／ ６５人）

（短時間） 職員 ８０．９％（ ５１人／ ６３人）

・男女別の採用における競争倍率（平成２９年度総合職採用試験）

正規 女性 ２．４倍（ １８人／ ４４人）

男性 ４．８倍（ ２１人／１０１人）

・労働者に占める女性労働者の割合（平成３０年３月時点）

正規 職員 ５３．１％（１６７人／３１４人）

非正規

（常勤） 職員 ５６．６％（ ９８人／１７３人）

（短時間） 職員 ７９．５％（１９１人／２４０人）

・管理職（課長職以上）に占める女性労働者の割合（平成２９年度）

３５．０％（ １４人／ ４０人）


